
すみだ中小企業センター条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行 

 （使用の不承認） 
第５条 区長は、次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、施設等の使用を承認しな

い。 
 ⑴・⑵ 〔略〕 
 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、中小企業セ

ンターの管理上支障があるとき。 
 （使用承認の取消し等） 
第１１条 区長は、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、使用の承認を取り消し、

又は使用を制限し、若しくは停止することが

できる。 
 ⑴～⑶ 〔略〕 
 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が特に

必要と認めるとき。 
別表第１ 
１ 工作機械類等の使用料 

区   分 使 用 料 

工 作 機 械 類 〔略〕 

精密測定機器類 〔略〕 

展 示 ケ ー ス 〔略〕 
付記 
１ 工作機械類及び精密測定機器類につい

ては、午前９時から午後８時までの時間

に加えて、午後８時以前から引き続き使

用する場合は、午後８時から翌日の午前

９時までの時間を使用承認時間とするこ

とができる。この場合の午後８時から翌

日の午前９時までの時間に係る使用料の

額は、１時間を単位として算出した額と

する。 
２ 展示ケースの項中「１月」とは、月の

初日から末日までをいい、使用を開始す

る日が月の初日でない場合又は使用を終

了する日が月の末日でない場合において

も、当該使用を開始する日の属する月又

は当該使用を終了する日の属する月の使

用期間は、１月とみなす。 
２ 〔略〕 

 〔同左〕 
第５条 区長は、次の各号の一に該当すると 
認めるときは、施設等の使用を承認しない。 

 
 ⑴・⑵ 〔略〕 
 ⑶ 前各号に掲げるもののほか、中小企業セ

ンターの管理上支障があるとき。 
 〔同左〕 
第１１条 区長は、次の各号の一に該当すると

認めるときは、使用の承認を取り消し、又は

使用を制限し、若しくは停止することができ

る。 
 ⑴～⑶ 〔略〕 
 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、区長が特に

必要と認めるとき。 
別表第１ 
１ 〔同左〕  

区   分 使 用 料 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 
付記 
  〔新設〕 
 
 
 
 
 
 
 
 

展示ケースの項中「１月」とは、月の初

日から末日までをいい、使用を開始する日

が月の初日でない場合又は使用を終了する

日が月の末日でない場合においても、当該

使用を開始する日の属する月又は当該使用

を終了する日の属する月の使用期間は、１

月とみなす。 
２ 〔略〕 

  
付 則 

 この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。 


